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【 請 求 項 ２ 】
　

【 請 求 項 ３ 】
　

【 請 求 項 ４ 】
　

【 請 求 項 ５ 】
　

移 動 通 信 シ ス テ ム に お い て 端 末 機 と ネ ッ ト ワ ー ク と の 間 に Ｒ Ｒ Ｃ （ Ｒ ａ ｄ ｉ ｏ 　 Ｒ ｅ ｓ
ｏ ｕ ｒ ｃ ｅ 　 Ｃ ｏ ｎ ｔ ｒ ｏ ｌ ） 接 続 を 確 立 す る た め の 方 法 で あ っ て 、

該 ネ ッ ト ワ ー ク は 、 該 端 末 機 に Ｍ Ｂ Ｍ Ｓ （ Ｍ ｕ ｌ ｔ ｉ ｍ ｅ ｄ ｉ ａ 　 Ｂ ｒ ｏ ａ ｄ ｃ ａ ｓ ｔ
／ Ｍ ｕ ｌ ｔ ｉ ｃ ａ ｓ ｔ 　 Ｓ ｅ ｒ ｖ ｉ ｃ ｅ ） を 提 供 し 、

該 方 法 は 、
該 ネ ッ ト ワ ー ク に Ｒ Ｒ Ｃ 接 続 要 求 メ ッ セ ー ジ を 送 信 す る こ と と 、
Ｒ Ｒ Ｃ 接 続 設 定 メ ッ セ ー ジ が 第 １ の チ ャ ネ ル で 所 定 の 期 間 内 に 該 ネ ッ ト ワ ー ク か ら 受 信

さ れ な か っ た 場 合 に 、 第 ２ の チ ャ ネ ル で カ ウ ン ト 状 態 情 報 メ ッ セ ー ジ を 該 ネ ッ ト ワ ー ク か
ら 受 信 す る こ と と 、

該 カ ウ ン ト 状 態 情 報 メ ッ セ ー ジ に 基 づ い て 、 該 Ｒ Ｒ Ｃ 接 続 要 求 メ ッ セ ー ジ を 再 送 信 す る
か 否 か を 決 定 す る こ と と

を 包 含 す る 、 方 法 。

前 記 カ ウ ン ト 状 態 情 報 が 、 カ ウ ン ト プ ロ セ ス が 完 了 し た か 否 か を 示 す 、 請 求 項 １ に 記 載
の 方 法 。

前 記 カ ウ ン ト 状 態 情 報 メ ッ セ ー ジ が 、 前 記 Ｍ Ｂ Ｍ Ｓ サ ー ビ ス の 受 信 を 希 望 す る セ ル 内 の
全 端 末 機 に 送 信 さ れ る Ｒ Ｒ Ｃ メ ッ セ ー ジ で あ る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。

前 記 カ ウ ン ト 状 態 情 報 メ ッ セ ー ジ が 、 前 記 Ｍ Ｂ Ｍ Ｓ サ ー ビ ス に 対 す る カ ウ ン ト プ ロ セ ス
が 完 了 し た こ と を 示 す カ ウ ン ト 終 了 命 令 、 ま た は 該 カ ウ ン ト プ ロ セ ス が 該 Ｍ Ｂ Ｍ Ｓ サ ー ビ
ス に 対 し て 進 行 中 で あ る こ と を 示 す カ ウ ン ト 実 行 命 令 を 含 む 、 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。

前 記 カ ウ ン ト 状 態 情 報 メ ッ セ ー ジ が 前 記 カ ウ ン ト 実 行 命 令 を 含 む 場 合 に 、 前 記 Ｒ Ｒ Ｃ 接



　

　
【 請 求 項 ６ 】
　
【 請 求 項 ７ 】
　
【 請 求 項 ８ 】
　

【 請 求 項 ９ 】
　

【 請 求 項 １ ０ 】
　

【 請 求 項 １ １ 】
　

　

　
【 請 求 項 １ ２ 】
　

　

　
　
　

　
【 請 求 項 １ ３ 】
　

【 請 求 項 １ ４ 】
　

【 請 求 項 １ ５ 】
　
【 請 求 項 １ ６ 】
　
【 請 求 項 １ ７ 】
　

【 請 求 項 １ ８ 】
　

(2) JP 2006-512875 A5 2007.12.6

続 要 求 メ ッ セ ー ジ を 再 送 信 す る こ と か 、
該 カ ウ ン ト 状 態 情 報 メ ッ セ ー ジ が 前 記 カ ウ ン ト 終 了 命 令 を 含 む 場 合 に 、 該 Ｒ Ｒ Ｃ 接 続 要

求 メ ッ セ ー ジ を 再 送 信 し な い こ と か
を さ ら に 包 含 す る 、 請 求 項 ４ に 記 載 の 方 法 。

前 記 第 ２ の チ ャ ネ ル が Ｍ Ｂ Ｍ Ｓ 制 御 チ ャ ネ ル で あ る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。

前 記 第 １ の チ ャ ネ ル が 共 通 制 御 チ ャ ネ ル で あ る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。

前 記 カ ウ ン ト 状 態 情 報 メ ッ セ ー ジ が Ｍ Ｂ Ｍ Ｓ ア ク セ ス 情 報 メ ッ セ ー ジ で あ る 、 請 求 項 １
に 記 載 の 方 法 。

前 記 Ｒ Ｒ Ｃ 接 続 要 求 メ ッ セ ー ジ が 、 前 記 第 １ の チ ャ ネ ル を 介 し て 送 信 さ れ る 、 請 求 項 １
に 記 載 の 方 法 。

前 記 Ｒ Ｒ Ｃ 接 続 要 求 メ ッ セ ー ジ を 送 信 す る こ と の 後 に 、 タ イ マ ー を 設 定 し て 前 記 所 定 の
期 間 を 算 出 す る こ と を さ ら に 包 含 す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。

前 記 Ｒ Ｒ Ｃ 接 続 要 求 メ ッ セ ー ジ を 送 信 す る こ と の 後 に 、 前 記 第 １ の チ ャ ネ ル か ら 前 記 第
２ の チ ャ ネ ル に 切 り 替 え る こ と と 、

前 記 所 定 の 期 間 待 機 す る こ と の 後 に 、 該 第 ２ の チ ャ ネ ル か ら 該 第 １ の チ ャ ネ ル に 切 り 替
え る こ と と

を さ ら に 包 含 す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。

移 動 通 信 シ ス テ ム に お い て 少 な く と も １ つ の 端 末 機 と ネ ッ ト ワ ー ク と の 間 に Ｒ Ｒ Ｃ （ Ｒ
ａ ｄ ｉ ｏ 　 Ｒ ｅ ｓ ｏ ｕ ｒ ｃ ｅ 　 Ｃ ｏ ｎ ｔ ｒ ｏ ｌ ） 接 続 を 確 立 す る た め の 方 法 で あ っ て 、

該 ネ ッ ト ワ ー ク は 、 該 少 な く と も １ つ の 端 末 機 に Ｍ Ｂ Ｍ Ｓ （ Ｍ ｕ ｌ ｔ ｉ ｍ ｅ ｄ ｉ ａ 　 Ｂ
ｒ ｏ ａ ｄ ｃ ａ ｓ ｔ ／ Ｍ ｕ ｌ ｔ ｉ ｃ ａ ｓ ｔ 　 Ｓ ｅ ｒ ｖ ｉ ｃ ｅ ） を 提 供 し 、

該 少 な く と も １ つ の 端 末 機 か ら Ｒ Ｒ Ｃ 接 続 要 求 メ ッ セ ー ジ を 受 信 す る こ と と 、
第 １ の チ ャ ネ ル で Ｒ Ｒ Ｃ 接 続 設 定 メ ッ セ ー ジ を 送 信 す る こ と と 、
該 接 続 設 定 メ ッ セ ー ジ が 所 定 の 期 間 内 に セ ル 内 の 端 末 機 に よ っ て 受 信 さ れ な か っ た 場 合

に 、 該 Ｍ Ｂ Ｍ Ｓ サ ー ビ ス の 受 信 を 希 望 す る 該 セ ル 内 の 全 端 末 機 に 、 第 ２ の チ ャ ネ ル で カ ウ
ン ト 状 態 情 報 メ ッ セ ー ジ を 送 信 す る こ と と

を 包 含 す る 、 方 法 。

前 記 カ ウ ン ト 状 態 情 報 が 、 カ ウ ン ト プ ロ セ ス が 完 了 し た か 否 か を 示 す 、 請 求 項 １ ２ に 記
載 の 方 法 。

前 記 カ ウ ン ト 状 態 情 報 メ ッ セ ー ジ が 、 前 記 Ｍ Ｂ Ｍ Ｓ サ ー ビ ス に 対 す る カ ウ ン ト プ ロ セ ス
が 完 了 し た こ と を 示 す カ ウ ン ト 終 了 命 令 、 ま た は 該 カ ウ ン ト プ ロ セ ス が 該 Ｍ Ｂ Ｍ Ｓ サ ー ビ
ス に 対 し て 進 行 中 で あ る こ と を 示 す カ ウ ン ト 実 行 命 令 を 含 む 、 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 方 法 。

前 記 第 ２ の チ ャ ネ ル が Ｍ Ｂ Ｍ Ｓ 制 御 チ ャ ネ ル で あ る 、 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 方 法 。

前 記 第 １ の チ ャ ネ ル が 共 通 制 御 チ ャ ネ ル で あ る 、 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 方 法 。

前 記 カ ウ ン ト 状 態 情 報 メ ッ セ ー ジ が Ｍ Ｂ Ｍ Ｓ ア ク セ ス 情 報 メ ッ セ ー ジ で あ る 、 請 求 項 １
２ に 記 載 の 方 法 。

前 記 Ｒ Ｒ Ｃ 接 続 要 求 メ ッ セ ー ジ が 、 前 記 第 １ の チ ャ ネ ル を 介 し て 送 信 さ れ る 、 請 求 項 １



【 請 求 項 １ ９ 】
　
【 請 求 項 ２ ０ 】
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２ に 記 載 の 方 法 。

前 記 端 末 機 は 、 ア イ ド ル モ ー ド ま た は ア イ ド ル 状 態 に あ る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。

前 記 少 な く と も １ つ の 端 末 機 は 、 ア イ ド ル モ ー ド ま た は ア イ ド ル 状 態 に あ る 、 請 求 項 １
２ に 記 載 の 方 法 。
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